
海外留学事業の拡大について

※やりとりは一部を抜粋したものです。　※内容は10月16日時点のものです。

　サンアントニオ市と熊本市は姉妹都市で、交流するこ

とで地域文化などいろんなことが参考になると思って

います。本市には他にも姉妹都市・交流都市があります

ので、希望があれば要望していただきたいと思います。

海外に行っていろいろな経験をすることは良いことで

すので、できるだけ皆さんの希望が叶えられるようにし

たいと思います。

　10月16日に「市長とドンドン語ろう！＆タウンミーティングwith高校生」を

開催し、必由館高校の生徒とまちづくりや教育の未来について語り合いました。

　現在、市立高校2校でアメリカ・サンアントニオ市

への留学交流が行われています。国際交流への意識

が向上していると思いますが留学できる人数に限り

がありますので、他に交流できる国を増やすなどの取

り組みはできますか。

市長の原動力について

　熊本市をどの都市よりも素晴らしい都市にしていきたいという強い郷土愛や、

多くの皆さんと対話し協力しながら問題を解決することで、市民の方々が住みやす

くなったと感じていただくことなどが原動力になっています。また、皆さんから感謝

の言葉や厳しい意見などをいただくことで、やり甲斐にも繋がっています。市長とし

て市を引っ張っていくという強い使命感を持ち、若い人からお年寄りの方まで楽し

く生活できるようなまちづくりを進めていきたいと思います。

　市長として働く上での原動力は

どんなことですか。

放課後に受けられる講座について

　市内各地にある公民館でさまざまな講座を開催して

いますので、ぜひ利用してほしいと思います。また、イン

ターネットを活用し、世界中のいろいろな講座を受け

ることができますので、そのようなものを利用するの

も良いと思います。

　パソコン講座やダンス講座など学校の部活動では

対応していないようなことを、放課後の時間を使って

手軽に参加できる取り組みはありませんか。

ブロック塀などの撤去費用を補助します

　以下のすべてに該当するものが
対象となります。

1．道路※1または公園※2に面したブ
ロック塀等※3

2．道路または公園からの高さが
80cm以上かつブロック塀等自
体の高さが60cm以上のもの

3．市の専門家調査または申請者自身の点検表による確認で不
適合があり、安全性が確認できないもの（点検表は右を参照く
ださい）

※1　道路（建築基準法第42条の道路、通学路、避難路など）

※2　公園（都市公園法に基づく都市公園、本市が管理する公園、避難所

など）

※3　ブロック塀等（コンクリートブロック塀、石積塀、レンガ塀、その他

これらに類すると認められるもの）

対象となるブロック塀等を全て撤去する工事、または道路、公園
からの高さを40cm以下とする工事
※建築基準法第42条に定める道路内にあるものは、全て撤去する必

要があります。

※既に実施した撤去工事は、平成30年7月5日から平成31年2月4日

までに着手（契約）したものは対象となる場合があります。

①②③のいずれか低い額が補助金額となります。

①20万円

②ブロック塀等の長さに12，000円／ｍを乗じて得た額

③撤去工事に要する費用（見積り金額）　※消費税は除く。

▲全国建築コンクリートブロック工業会
　ホームページより

点検表

コンクリートブロック塀の場合（鉄筋が入っているもの）

点検項目 点検内容

高さ

壁の厚さ

鉄筋

控壁
（高さが1.2ｍを超える場合）

基礎

傾き、ひび割れ

ぐらつき

その他

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

2.2m以下

高さ2mを超える塀で15cm以上

高さ2m以下の塀で10cm以上

壁頂・基礎には横に、壁の端部・隅角部には縦に、それぞれ直径

9mm以上の鉄筋が入っている

壁内に直径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内で入っている

3.4m以内ごとに、鉄筋の入った控壁が塀の高さの1/5以上

突出している

丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート

造の基礎がある

全体的に傾いていない、かつ1mm以上のひび割れがない

人の力で簡単にぐらつかない

塀が土止め壁を兼ねていない、かつ玉石積み擁壁等の上にない

組石造の場合（鉄筋が入っていないもの）

点検項目 点検内容

高さ

壁の厚さ

控壁

基礎

①

②

③

④

1.2m以下

各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある

4m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上

突出している、または壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある

根入れ深さが20cm以上ある

※上の表の⑥⑦⑧についても確認が必要。

2月5日～28日　※受付状況によっては次年度の事務
処理となり、お待ちいただく場合があります。
補助金交付申請書に必要書類を添えて持参または郵送
で〒860-8601市庁舎9階　建築物安全推進室へ（平
日午前9時～午後5時まで）

期　間：

方　法：

（建築物安全推進室　☎096-328-2449）※必要書類は、事前に建築物安全推進室の窓口で相談するか、電話（☎096-328-2449）または市ホームページへ。

　平成30年6月に発生した大阪府北部地震でのブロック塀倒壊による事故を受け、基準に合っていない

ブロック塀などの安全対策の必要性が再認識されています。本市では安全対策が必要なブロック塀などの

撤去費用を補助しますので、もしもの時の備えに活用ください。

1つでも

不適合があれば、

安全対策が必要です

対象となるブロック塀等の条件

対象となる工事

補助金額

申し込み

60cm
以上

敷地

道路、公園

80cm
以上

ブロック塀撤去補助金・市長とドンドン語ろう ◎ 2019.2月号 5


